
茨城県優良鉄筋施工業者等の認定について 
本制度は、茨城県鉄筋業協同組合の組合員会社及びその他の鉄筋施工業者の鉄筋工事の品質

向上をはかる事を目的として、鉄筋施工を行う申請業者の能力を「施工能力」、「品質管理能力」

等の評価基準により判定及び認定審査を行い、更なる施工管理体制の構築と信頼性の維持・向

上に努め、もって安心・安全な構造物の提供に寄与することを目的として「認定制度」が制定

されました。 

また、実質的な「認定」時の評価項目は「鉄筋施工体制」「品質システム」「信頼度等の全体

評価」の 3項目で構成され、「認定」審査委員会が審査・評価・判定を行います。 

（一社）茨城県建築士事務所協会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＊(一社)茨城県建築士事務所協会編集の【構造設計標準仕様】書に表記 


